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笑顔あふれる 新 1 年生 

 4 月 6 日、町内小学校で入学式が行われました。会場には、例年より早く咲いた桜に負け

ないくらい、これからの生活に顔を輝かせる新 1 年生の姿がありました。 

地域の皆様の見守りをよろしくお願いします。 

 

富士見町成年後見支援センターを開設しました ～ みなさんが地域で安心して暮らせるよ

う「成年後見制度」の活用のお手伝いをします ～ 

 町では、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方の権利を守

り、本人の意思が尊重され、医療や福祉などの適切な支援を受けることで、住み慣れた地域

で安心して暮らし続けるために、令和３年４月「富士見町成年後見制度利用促進基本計画」

を策定し、一人ひとりに必要な支援を提供できる環境づくりを目指すこととしています。 

 

「成年後見制度」とは… 

 成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が十分でない方が、

自身の権利や財産を守るための制度です。家庭裁判所から選任された成年後見人が本人の

意思を尊重し、身上保護※1 や財産管理※2 を行います。 

※1 身上保護：本人の代理として生活・医療・介護等に関する契約や手続き等、生活に関す

る支援 

※2 財産管理：本人の財産の管理や契約等の法律行為のサポートなど、金銭に関する支援 

 

富士見町の課題 

制度の理解、認知度が低い 

 令和 2 年度に実施した制度の認知度調査では、60%以上の方が「【成年後見制度】を知ら

ない」「聞いたことがない」と回答しました。成年後見制度の利用はなかなか進んでいない

状況です。 

 

支援がもう一歩届かない 

 近年の富士見町では、権利擁護に関する相談や、後見人等を必要とするケースが増えてい

ますが、判断能力が著しく不十分な状態になってから支援が始まることにより、支援対応に

困るケースが多くなっています。 

 認知症、障がい等により判断が十分にできない人の権利や財産を、地域ぐるみで守ってい

く体制の強化や、困っている状態に早く気づき、ご本人の意向を尊重し、 権利擁護のため

の支援体制を築いていくことが求められています。 

 



身近な相談窓口「富士見町成年後見支援センター」 

 地域の課題を地域で支援し解決すること、また初期相談から切れ目のない相談体制の構

築を図ることを目指し、今年４月、成年後見制度に関する相談支援等の業務を富士見町社会

福祉協議会に委託し、「富士見町成年後見支援センター」を町社会福祉協議会地域福祉係（旧

落合小学校）に開設しました。 

 成年後見制度についての初歩的な話から、専門的・具体的な話まで、どんなことでもご相

談ください。 

 

― 成年後見制度の課題 ― 

 「団塊世代」が後期高齢者（75 歳以上）となり【超高齢化社会】に突入する中、認知症

高齢者の増加によって後見人の需要が一層高まると、親族や専門職（弁護士等）だけでは全

てを賄うことは難しい状況です。特に単身世帯や身寄りのない高齢者等の増加により、後見

人となるべき親族が見当たらないケースが増えています。 

 また、後見の申立件数が増えていかない理由として、後見類型相当でないと申立てをしな

い傾向にありましたが、保佐・補助は本人の行為能力の制限を最小限にとどめ、本人の意思

を最大限尊重することになっており、今後保佐・補助類型の申立てが増えることが予想され

ます。 

 今後、各分野の関係機関と連携しながら、みなさんの権利と財産を守り支えていくための

体制強化と各種制度の利用促進を図ります。 

 

「富士見町成年後見支援センター」の主な業務 

(1)相談支援（相談費用は無料） 

・成年後見制度に関する総合的な相談をお受けします。（心配ごと相談、まるまる相談など

でも対応） 

(2)成年後見制度の普及・啓発 

・講演会やセミナーを実施します。 

・福祉関係者等の研修会や地区サロンや高齢者クラブ等にも出張説明します。 

・広報やパンフレットなどで住民の皆さんに制度の周知を行います。  

(3)申立て申請手続き支援   

・成年後見制度の利用手続きや家庭裁判所への申立てに関する支援を行います。 

(4)法人後見事業   

・家庭裁判所の審判に基づき富士見町社会福祉協議会が法人として成年後見人を受任し本

人を支援します。 

(5)市民後見人の養成および市民後見人への活動支援   

・弁護士、司法書士、社会福祉士は専門職後見人として財産管理や身上保護にかかる法律行

為を主に担いますが、日常的な見守りなど地域に密着した活動は「市民後見人」のような担



い手が必要で、育成が急務となっています。   

・住民の方が受任する成年後見制度（市民後見人）に関する知識や技術を身につけるための

研修会などを行います。 

⑥親族後見人の支援 

・後見人活動が適正かつ安心して行えるよう相談支援を行います。 

⑦地域連携ネットワークづくり   

・権利擁護支援の中核を担う機関として、町・社協・包括支援センター等が中心となり、広

報・相談・利用促進・後見人支援の機能の充実を図り、弁護士等の専門家の参画による「運

営委員会」を設置し、 受任調整等を行います。さらに、医療・福祉・警察等による連携ネ

ットワークとして「成年後見推進協議会」を設置し、包括的な権利擁護支援を行います。 

 

こんなお困りごとありませんか？ 

・物忘れや障がいがあり、お金の管理ができず頼れる人もいない。 

・これからのお金の管理が心配。 

・福祉サービスの利用や施設入所をしたいが内容が理解できず、自分で契約ができない。 

・一人暮らしの親が認知症になり、訪問販売や悪徳商法の被害にあわないか心配。 

・頼れる親族がいないためこれからの生活が心配。 

・障がいのある子を見守る親族がいなくなった後の生活（将来）が心配。 

・親が、急に倒れてしまい、不動産の管理や相続ができずに困っている。 

 

【お問い合せ先】富士見町成年後見支援センター （富士見町社会福祉協議会 地域福祉係） 

〒399-0214 富士見町落合 6203 番地 旧落合小学校 

【電話番号】0266-78-8986  

【FAX 番号】0266-78-8923 

【開設時間】月曜日から金曜日 午前 9 時～午後 5 時（祝日・年末年始を除く） 

 

令和 2 年度 下半期（令和 2 年 10 月～令和 3 年 3 月）財政状況をお知らせします 

【お問合せ先】財務課 財政係 

【電話番号】62-9126 

【一般会計の状況】 

 令和２年度下半期に６回の予算の補正を行いました。8 億 1,174 万円を増額し、予算総額

は 107 億 4,320 万円になりました。新型コロナウイルス感染症対策として多くの事業を行

ったため、過去最大の予算規模になりました。 

 

【主な補正予算】 

一般会計補正予算の状況 



富士見駅移住相談室改修 1,434 万円 

移住定住促進補助金、空き家改修補助金の増額 1,200 万円 

ふるさとみらい寄附金の増額 1 億 1,176 万円 

参議院議員選挙費 225 万円 

福祉医療費給付の増額 273 万円 

商工振興事業補助金の増額 89 万円 

除雪機械維持費の増額 500 万円 

橋梁点検・補修設計費の増額 2,200 万円 

小学校教師用デジタル教科書の購入 28 万円 

中学校教科書改訂に伴う指導用教科書の購入 330 万円 

富士見中学校大規模改修 1 億 8,227 万円 

体育施設 LED 電灯リース料 270 万円 

 

新型コロナウイルス感染症対策による補正予算の状況 4 億 3,236 万円 

事業者・町民応援商品券事業 7,500 万円 

富士見パノラマリゾート、富士見高原リゾートを核とした誘客事業 5,350 万円 

緊急事業継続支援補助金 5,000 万円 

新型コロナウイルスワクチン接種事業 1 億 2,240 万円 

住宅リフォーム支援事業 3,176 万円 

小中学校手洗い場自動水洗化工事 400 万円 

 

【会計別執行状況】 

区分 一般会計 予算現額 108 億 6,639 万円 収入済額 90 億 1,690 万円 収納率 83.0%  

支出済額 87 億 5,133 万円 執行率 80.5% 特別会計 区分 国民健康保険特別会計 予算

現額 15 億 3,553 万円 収入済額 16 億 9,296 万円 収納率 110.3% 支出済額 13 億 6,661

万円 執行率 89.0% 特別会計 区分 後期高齢者医療特別会計 予算現額 2 億 2,517 万

円 収入済額 2 億 1,003 万円 収納率 93.3% 支出済額 1 億 8,343 万円 執行率 81.5% 

特別会計 区分 観光施設貸付事業特別会計 予算現額 3 億 4,456 万円 収入済額 3 億

1,158 万円 収納率 90.4% 支出済額 2億 5,022 万円 執行率 72.6% 特別会計 区分 富

士見財産区特別会計 予算現額 1,201 万円 収入済額 1,129 万円 収納率 94.0% 支出済

額 239 万円 執行率 19.9% 特別会計 区分 本郷・落合・境財産区特別会計 予算現額 

4 億 758 万円 収入済額 4 億 3,998 万円 収納率 107.9% 支出済額 3 億 5,139 万円 執行

率 86.2% 特別会計 区分 乙事財産区特別会計 予算現額 680 万円 収入済額 918 万円 

収納率 135.0% 支出済額 152 万円 執行率 22.4% 企業会計 区分 水道事業会計 予

算現額 収入 6 億 5,579 万円 支出 10 億 2,602 万円 収入済額 5 億 7,703 万円 収納率 

88.0% 支出済額 9 億 3,507 万円 執行率 91.1% 企業会計 区分 下水道事業会計 予



算現額 収入 15 億 1,817 万円 支出 18 億 3,696 万円 収入済額 14 億 257 万円 収納率 

92.4% 支出済額 17 億 1,261 万円 執行率 93.2% 

 

【住民の負担状況】 

一般会計 １人あたり 予算額 75 万 5,030 円 収入額 62 万 6,522 円 支出額 60 万 8,069

円 一般会計 世帯あたり 予算額 179 万 4,911 円 収入額 148 万 9,412 円 支出額 144

万 5,545 円 

 

【公債費の状況】 

区分 一般会計 令和元年度末 残高 54 億 8,883 万円 令和 2 年度中 町債発行額 3 億

2,904 万円 元金償還額 5 億 1,886 万円 利子償還額 2,395 万円 令和 2 年度末 残高 52

億 9,901 万円 区分 水道事業会計 令和元年度末 残高 4 億 2,807 万円 令和 2 年度中 

元金償還額 8,621 万円 利子償還額 1,295 万円 令和 2 年度末 残高 3 億 4,186 万円 区

分 下水道事業会計 令和元年度末 残高 48 億 1,773 万円 令和 2 年度中 町債発行額 1

億 350 万円 元金償還額 7 億 191 万円 利子償還額 1 億 1,013 万円 令和 2 年度末 残高

42 億 1,932 万円 

 

【選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表】 

【お問合せ先】富士見町選挙管理委員会事務局 

【電話番号】62-9403 

 

 公職選挙法第 28 条の 4 第 7 項の規定により、選挙人名簿抄本の令和 2 年度（令和 2 年 4

月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日）閲覧状況を公表します。 

 

閲覧日 令和 2 年 4 月 9 日 

申出人 長野市南県町 680-5 信毎別館４F 一般社団法人 長野県世論調査協会 会長 小坂 

壮太郎 

利用目的の概要 政治・選挙に関する世論調査（①「環境と暮らし 2020」②「われら信州

人～郷土・地 域意識編 V」 

閲覧に係る選挙人の範囲 第 2 投票区（20 人） 

閲覧日 令和 2 年 5 月 8 日 

申出人 松本市蟻ケ崎台 24-3 有限会社 エフワイエル 取締役 五反田 徹 

利用目的の概要 長野県発注の令和 2 年度県政モニター調査対象者の抽出のため 

閲覧に係る選挙人の範囲 第 1～15 投票区（65 人） 

閲覧日 令和 2 年 5 月 25 日から 6 月 2 日 

申出人 諏訪市上川 3-2212-1 自由民主党長野県第四選挙区支部 支部長 後藤 茂之 



利用目的の概要 総会案内状送付のため 

閲覧に係る選挙人の範囲 第 1～15 投票区（9585 人） 

閲覧日 令和 2 年 8 月 28 日 

申出人 長野市南県町 680-5 信毎別館４F 一般社団法人 長野県世論調査協会 会長 小坂 

壮太郎 

利用目的の概要 政治・選挙に関する世論調査（①「豪雨災害への備えは」②「コロナ禍現

状と課題」） 

閲覧に係る選挙人の範囲 第 12 投票区（20 人） 

閲覧日 令和 2 年 9 月 15 日 

申出人 長野市大字西長野 2-4 協同組合長野シーアイ開発センター 代表理事 相馬 豊

恒 

利用目的の概要 長野県発注の令和 2 年度人権に関する県民意識調査対象者の抽出のため 

閲覧に係る選挙人の範囲 第 1～15 投票区（20 人） 

閲覧日 令和 2 年 9 月 24 日から 9 月 28 日 

申出人 諏訪市上川 3-2212-1 自由民主党長野県第四選挙区支部 支部長 後藤 茂之 

利用目的の概要 総会案内状送付のため 

閲覧に係る選挙人の範囲 第 1～15 投票区（12079 人） 

 

【富士見町個人情報保護条例の運用状況の公表】 

【お問合せ先】総務課 文書情報係 

【電話番号】62-9321 

 

富士見町個人情報保護条例第 31 条の規定により、令和 2 年度（令和 2 年 4 月 1 日～令和

3 年 3 月 31 日）の運用状況を公表します。 

◆個人情報保護取扱事務（目的外利用）386 件 （外部提供）40 件 

 

【富士見町情報公開条例の開示状況の公表】 

【お問合せ先】総務課 文書情報係 

【電話番号】62-9321 

 

 富士見町情報公開条例第 22 条の規定により、令和 2 年度（令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年

3 月 31 日）の開示状況を公表します。 

◆請求件数 20 件 ＜内訳＞ ・全部開示 7 件 ・部分開示 8 件 ・不開示 4 件 ・その他 1 件 

◆不服申立 2 件 

 

【住民基本台帳閲覧状況の公表】 



【お問合せ先】住民福祉課 住民係 

【電話番号】62-9112 

 

 住民基本台帳法第 11 条第 3 項の規定により、住民基本台帳の令和 2 年度（令和 2 年 4 月

1 日～令和 3 年 3 月 31 日）閲覧状況を公表します。（閲覧は公共・公益目的等で使用する

場合に限定） 

 

国および地方公共団体の機関による閲覧の状況 

機関の名称 自衛隊長野地方協力本部 茅野地域事務所 瀧本 和輝 

請求事由の概要 自衛隊法第 29 条 1 項および第 35 条に規定する自衛官等募集事務 

閲覧日 令和 3 年 2 月 2 日 

閲覧に係る住民の範囲 平成 15 年 4 月 2 日から平成 16 年 4 月 1 日までに生まれた男子女

子  

平成 11 年 4 月 2 日から平成 12 年 4 月 1 日までに生まれた男子女子 

 

個人または法人による閲覧の状況 

機関の名称 株式会社 日本リサーチセンター 調査部 調査員 石原 正恵 (委託者：一般

財団法人 ゆうちょ財団貯蓄経済研究部) 

請求事由の概要 家計と貯蓄に関する調査のため 

閲覧日 令和 2 年 10 月 6 日 

閲覧に係る住民の範囲 落合地区在住の 28 名 

機関の名称 一般社団法人 中央調査社 調査員 原 弥生 (委託者：NHK 営業局計画管理

部) 

請求事由の概要 日本放送協会が実施する「テレビ・ラジオ放送に関するアンケート」の対

象者抽出のため 

閲覧日 令和 3 年 3 月 3 日 

閲覧に係る住民の範囲 境地区在住の平成 26 年 12 月末日まで に生まれた男女 12 名 

 

65 歳以上高齢者向け「新型コロナウイルスワクチン接種」のお知らせ 

【お問合せ先】住民福祉課 保健予防係 

【電話番号】62-9132 

 富士見町では、５月から 65 歳以上の方（昭和 32 年 4 月 1 日以前に生まれた方）を対象

に新型コロナウイルスワクチン接種を実施します。 

 接種費用は無料で、対象の方には接種券・予診票等をお送りしました。 

 接種は、3 週間の間隔を空けて 2 回受ける必要があります。①町内の医療機関で個別に受

ける方法と、②富士見高原病院または富士見町コミュニティ・プラザの集団接種で受ける方



法がありますが、いずれも予約が必要です。 

 

●接種場所と予約方法 

(1)個別接種 

接種場所 小池医院 

予約受付時間 月曜日～金曜日  午前 9 時～11 時 30 分  午後 2 時～5 時 30 分 

土曜日  午前 9 時～11 時 30 分 

接種時間 月曜日～金曜日  午前 9 時～11 時  午後 2 時～5 時 

土曜日  午前 9 時～11 時 

予約電話番号等 62-2222 

接種場所 小林医院 

予約受付時間 月曜日～金曜日  午前 9 時～正午  午後 3 時～6 時 

接種時間 月曜日～木曜日  午前 8 時 15 分～11 時  午後 3 時～5 時 

予約電話番号等 64-2043 

接種場所 富士見 やまびこ クリニック 

予約受付時間 月曜日～金曜日  午前 9 時～正午  午後 3 時 30 分～6 時  

第 2・4 土曜日  午前 9 時～正午 

接種時間 月曜日～金曜日  午前 9 時～11 時 30 分  午後 3 時 30 分～5 時 30 分 

第 2・4 土曜日  午前 9 時～11 時 30 分 

予約電話番号等 61-2155 

(2)集団接種 

接種場所 高原病院 

予約受付時間 町コールセンターへ電話  平日 午前 9 時～午後 6 時 

WEB 予約（終日） 

接種時間 毎週 火曜日・水曜日・木曜日 午後 2 時～3 時 

予約電話番号等 0570-001-340 

接種場所 富士見町コミュニティ・プラザ 

予約受付時間 町コールセンターへ電話  平日 午前 9 時～午後 6 時 

WEB 予約（終日） 

接種時間 下の集団接種日程のとおり 土曜日 午後 1 時～4 時 30 分 日曜日 午前 9 時～

午後 0 時 30 分 

予約電話番号等 0570-001-340 

 

富士見町コミュニティ・プラザ 集団接種日程（１回目と２回目の日程を掲載しています） 

5 月 15 日（土曜日） 時間 午後 1 時～4 時 30 分 

5 月 22 日（土曜日） 時間 午後 1 時～4 時 30 分 



5 月 29 日（土曜日） 時間 午後 1 時～4 時 30 分 

6 月 5 日（土曜日） 時間 午後 1 時～4 時 30 分 

6 月 6 日（日曜日） 時間 午前 9 時～午後 0 時 30 分 

6 月 12 日（土曜日） 時間 午後 1 時～4 時 30 分 

6 月 13 日（日曜日） 時間 午前 9 時～午後 0 時 30 分 

2 回目 

6 月 5 日（土） 時間 午後 1 時～4 時 30 分 

6 月 6 日（日） 時間 午前 9 時～午後 0 時 30 分 

6 月 12 日（土） 時間 午後 1 時～4 時 30 分 

6 月 13 日（日） 時間 午前 9 時～午後 0 時 30 分 

6 月 19 日（土） 時間 午後 1 時～4 時 30 分 

6 月 27 日（日） 時間 午前 9 時～午後 0 時 30 分 

7 月 4 日（日） 時間 午前 9 時～午後 0 時 30 分 

 

・肩に接種しますので、肩を出しやすい服装でお越しください。  

・お送りした接種についてのお知らせ等をよくご覧いただき、副反応等について理解したう

えで接種をお受けいただくようお願いします。  

・65 歳未満の方は国の指示により接種を始めますので、それまでお待ちください。 

 

【第８期介護保険事業計画（令和 3～５年度）】65 歳以上の方（第１号被保険者）の介護保

険料が決まりました 

【お問合せ先】住民福祉課 介護高齢者係 

【電話番号】62-9133 

 

 介護保険料は、介護保険サービスなどの提供に必要な費用の一部を皆様にご負担いただ

くものです。諏訪圏域の実情に合わせて、３年ごとに介護保険料は見直されます。高齢化に

ともなう介護費用の増加により、介護保険料も上昇の傾向にありますが、住民税非課税世帯

の人を対象に国や県、市町村が保険料軽減に必要な費用の一部を負担し、保険料の上昇を軽

減しています。  

 

 65 歳以上の方の介護保険は、介護サービスや介護予 防にかかる費用などから算出された

基準額をもとに、 所得等に応じて段階別に設定されます。 

 「諏訪広域連合」が保険者となり、共同で運営して いるため、諏訪地域６市町村は同じ

基準額になります。 

 

～ 1 年に 1 回 検診は忘れず受けましょう ～令和 3 年度 結核検診（胸部レントゲン撮影）



のお知らせ 

【お問合せ先】住民福祉課 保健予防係（保健センター）  

【電話番号】62-9134 

 

【対象者】65 歳以上の方（昭和 32 年 4 月１日以前に生まれた方） 

【費用】無料 

【その他】事前に配布されている受診票を撮影会場へお持ちください。 

上記対象者のうち落合・境地区の方で、すでに肺がん CT 検診もお申し込みされている方

は、胸部レントゲン検診か肺がん CT 検診のどちらかをお受けください。 

 

検診日 5 月 6 日（木曜日） 時間 午前 9 時 00 分～9 時 20 分 会場 机集落センター 

最寄りの区域 机 

検診日 5 月 6 日（木曜日） 時間 午前 9 時 35 分～10 時 00 分 会場 烏帽子公民館 

最寄り区域 烏帽子 

検診日 5 月 6 日（木曜日） 時間 午前 10 時 10 分～10 時 55 分 会場 高森公民館 最

寄り区域 高森・広原 

検診日 5 月 6 日（木曜日） 時間 午前 11 時 10～11 時 30 分 会場 葛窪転作研修セン

ター 最寄り区域 葛窪 

検診日 5 月 6 日（木曜日） 時間 午後 1 時 15 分～1 時 35 分 会場 先達公民館 最

寄り区域 先達 

検診日 5 月 6 日（木曜日） 時間 午後 1 時 45 分～2 時 00 分 会場 田端公民館 最

寄り区域 田端 

検診日 5 月 6 日（木曜日） 時間 午後 2 時 20 分～3 時 00 分 会場 池袋公民館 最

寄り区域 信濃境 池袋・広原 

検診日 5 月 7 日（金曜日） 時間 午前 9 時 00～9 時 30 分 会場 上蔦木集落センター 

最寄り区域 上蔦木 下蔦木 

検診日 5 月 7 日（金曜日） 時間 午前 9 時 40 分～10 時 00 分 会場 赤石ドライブイ

ン前 最寄り区域 神代 平岡 

検診日 5 月 7 日（金曜日） 時間 午前 10 時 20 分～11 時 20 分 会場 瀬沢新田集落

センター 最寄り区域 瀬沢新田 

検診日 5 月 7 日（金曜日） 時間 午後 1 時 15 分～1 時 45 分 会場 木之間公民館 最

寄り区域 木之間 

検診日 5 月 7 日（金曜日） 時間 午後 1 時 55 分～2 時 10 分 会場 花場公民館 最

寄り区域 花場・休戸 

検診日 5 月 7 日（金曜日） 時間 午後 2 時 20 分～2 時 40 分 会場 とちの木公民館 

最寄り区域 横吹 とちの木 



検診日 5 月 7 日（金曜日） 時間 午後 2 時 55 分～3 時 20 分 会場 瀬沢公民館 最

寄り区域 瀬沢 先能 

検診日 5 月 10 日（月曜日） 時間 午前 9 時 00 分～9 時 20 分 会場 富原公民館 最

寄り区域 富原 

検診日 5 月 10 日（月曜日） 時間 午前 9 時 30 分～10 時 00 分 会場 南原山集落セ

ンター 最寄り区域 南原山 富ケ丘 

検診日 5 月 10 日（月曜日） 時間 午前 10 時 15 分～11 時 20 分 会場 富里区役所 

最寄り区域 富里 

検診日 5 月 10 日（月曜日） 時間 午後 1 時 10 分～2 時 00 分 会場 御射山神戸区役

所 最寄り区域 御射山神戸 

検診日 5 月 10 日（月曜日） 時間 午後 2 時 10 分～2 時 35 分 会場 栗生集落センタ

ー 最寄り区域 栗生 

検診日 5 月 10 日（月曜日） 時間 午後 2 時 45 分～3 時 00 分 会場 大平コミュニテ

ィセンター 最寄り区域 大平 

検診日 5 月 10 日（月曜日） 時間 午後 3 時 10 分～3 時 30 分 会場 松目集落センタ

ー 最寄り区域 松目 

検診日 5 月 11 日（火曜日） 時間 午前 9 時 00 分～10 時 40 分 会場 富士見区役所 

最寄り区域 富士見 

検診日 5 月 11 日（火曜日） 時間 午前 10 時 50 分～11 時 00 分 会場 塚平集会所 

最寄り区域 塚平 

検診日 5 月 11 日（火曜日） 時間 午前 11 時 10 分～11 時 30 分 会場 富士見ヶ丘 コ

ミュニティセンター 最寄り区域 富士見ヶ丘 

検診日 5 月 11 日（火曜日） 時間 午後 1 時 15 分～1 時 35 分 会場 小六公民館 最

寄り区域 小六 

検診日 5 月 11 日（火曜日） 時間 午後 1 時 45 分～2 時 50 分 会場 乙事区役所 最

寄り区域 乙事・広原 

検診日 5 月 11 日（火曜日） 時間 午後 3 時 05～3 時 30 分 会場 富士見台 コミュニ

ティセンター 最寄り区域 富士見台 

検診日 5 月 12 日（水曜日） 時間 午前 9 時 00 分～9 時 15 分 会場 立沢南原集会所 

最寄り区域 立沢南原 

検診日 5 月 12 日（水曜日） 時間 午前 9 時 30 分～9 時 50 分 会場 立沢下羽場組公

会所 最寄り区域 立沢羽場 

検診日 5 月 12 日（水曜日） 時間 午前 10 時 05 分～10 時 55 分 会場 立沢構造改善

センター 最寄り区域 立沢・広原 

検診日 5 月 12 日（水曜日） 時間 午前 11 時 10 分～11 時 40 分 会場 桜ヶ丘公民館 

最寄り区域 桜ヶ丘 



検診日 5 月 12 日（水曜日） 時間 午後 1 時 00 分～1 時 30 分 会場 若宮構造改善セ

ンター 最寄り区域 若宮 

検診日 5 月 12 日（水曜日） 時間 午後 1 時 40 分～2 時 00 分 会場 原の茶屋公民館 

最寄り区域 原の茶屋 

検診日 5 月 12 日（水曜日） 時間 午後 2 時 20 分～3 時 30 分 会場 保健センター 

最寄り区域 全町対象 

◎お申し込みされていない方でも、対象の方であれば当日会場にて検診を受けることがで

きます。 

◎新型コロナウイルス感染症予防のためマスクの着用をお願いします。また、咳やだるさ、

発熱など症状がある 方は受診をお控えください。  

◎お申し込みいただいた方で、病院等で既に受けた方や、取り消しをする場合には５月末日

までに保健予防係までご連絡ください。 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により中止となる場合があります。 

 

歯の健康について考えてみませんか 

【お問合せ先】住民福祉課 保健予防係（保健センター内） 

【電話番号】62-9134 

 

●５月から歯周疾患検診が始まります 

以下の対象者で、検診を希望される方は受け忘れのないようにしてください。 

【対象者】 ①今年度 30 歳・40 歳・50 歳・60 歳・70 歳 になる方  ※①の対象者には、

問診票を送付しましたのでご覧ください。 

②今年度実施の特定健診において、特定保健指導の対象となった方 ※②の対象者には、個

別に案内をお渡しします。国民健康保険に加入者している方以外で、特定保健指導の対象と

なった方は、健診結果を保健センターへお持ちください。問診票をお渡しします。 

【実施期間】 ５月６日(木曜日)～12 月 28 日(火曜日) 

【実施医療機関】 茅野市諏訪郡歯科医師会加入の歯科医院 ※茅野市・原村でも一部受診

可能になりました 

【検診一部負担金】 200 円 

 

★歯周疾患検診を受けて健康な歯に 

・早期発見で歯を守りましょう 

 歯周病は歯を失う原因の第１位であるにも関わらず、自覚症状がなく多くの方が持つ疾

患です。痛みや腫れが出るころには治療も困難になるため、検診での早期発見が重要です。 

 



・日々の健康管理を効果的に 

 お口の健康状態やむし歯・歯周病になるリスクから歯科医師・歯科衛生士の専門的なアド

バイスを受け、毎日の歯みがきをより効果的に実施できます。 

 

・健康なお口の方の歯周ポケットは 1～2mm です 

 歯周病にかかると、組織が破壊されて歯と歯肉の溝が大きくなります。歯周ポケットが大

きくなる前に歯周疾患検診を受けましょう。 

 

●20 歳の歯科健康診査 

 歯周病は歯の喪失にとどまらず、狭心症や心筋梗塞、糖尿病などを引き起こす原因となる

ことがある病気です。生涯にわたって歯や口、そして全身の健康を保つためにも、若いうち

から正しい生活習慣を送り、自分で予防に努めることがとても重要です。新成人となる節目

の年に、歯科健康診査で自分の歯と口全体の状態を知りましょう。昨年度受診できなかった

方は、今年度も対象となります。 

 地元を離れている方は、帰省時等に受診できるよう歯科医院に予約をしましょう。 

※倦怠感や発熱、咳などの症状がある方は、受診をお控えください。 

 

★5000 円相当のパノラマレントゲン撮影が無料で受けられます 

 20 歳前後から生えてくる「親しらず」の状態や歯・顎の骨など全体の様子を知ることが

できます。 

【対象者】 ・今年度 20 歳になる方 (平成 13 年 4 月 2 日～平成 14 年 4 月 1 日生)  

・昨年度 20 歳になった方 (平成 12 年 4 月 2 日～平成 13 年 4 月 1 日生) 

【健診料金】 無料 

【実施期間】 令和３年５月６日(木)～令和４年２月 28 日(月)  ※対象者の方には受診票

と案内通知を送付しています。 

 

いのちを守る赤十字 ～日赤活動資金へご協力をお願いします～ 

【お問合せ先】日本赤十字社富士見町分区（住民福祉課 社会福祉係） 

【電話番号】62-9144 

 

 ５月は赤十字創立の月にあたることから「赤十字運動月間」とされ、この期間を中心に各

区・集落組合の方々の協力のもと、日赤活動資金の募集活動を行っています。 

 赤十字の活動は皆様からお寄せいただく活動資金によって支えられています。赤十字の

活動にご理解いただき、皆様の温かいご支援、ご協力をお願いいたします。 

 

救うことを、つづける ～赤十字の活動～ 



 災害現場における災害救護活動をはじめ、平常時には救援物資の備蓄、救急法普及活動、

赤十字奉仕団によるボランティア活動、国際活動や看護師養成など、「いのちを守る」ため

の活動をしています。 

 

ジェネリック医薬品に替えてみませんか？ 

【お問合せ先】住民福祉課 国保年金係 

【電話番号】62-9111 

 

 ジェネリック医薬品は先発医薬品に比べて開発コストがかからないため、薬の値段が５

割程度、中にはそれ以上安くなるものもあります。 町では、毎年７月と１月頃に「ジェネ

リック医薬品に関するお知らせ」を対象の方にお届けしています。 お知らせが届いた被保

険者の皆さんは、ジェネリック医薬品に切り替えることによって、自己負担の軽減や医療費

の抑制につながることが期待されますので参考にしてください。 

 

● 「ジェネリック医薬品希望シール」をご活用ください 

 保険証やお薬手帳に貼って、ジェネリック医薬品を希望する意思を伝えることができる

シールがあります。住民福祉課 国保年金係（役場 1 階②番窓口）に置いてありますので、

ぜひご利用ください。 

※処方を希望しても、ジェネリック医薬品への変更ができない場合や、適さない場合もあり

ます。まずは、医師・薬剤師にご相談ください。 

 

２０歳になった方へ 国民年金制度を動画で説明しています 

【お問合せ先】住民福祉課 国保年金係 【電話番号】62-9111 

【お問合せ先】岡谷年金事務所 【電話番号】23-3661 

 

 日本にお住まいの 20 歳以上の方は、国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。 

国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動

画で案内しています。 

 

農薬はルールを守って適正に利用しましょう 

【お問合せ先】産業課 営農推進係 

【電話番号】62-9328 

 

 農薬の使用は、病害虫を防除する有効な手段のひとつですが、使用方法を間違えれば、農

作物のみならず人や周囲の環境に害を及ぼす可能性があります。農薬を使う時は、以下の点

に留意し適正に使用しましょう。 



 

●守ってもらいたい 9 つのルール 

１．農薬のラベル等に記載されている使用方法等を守り、農作物のほか、人や家畜、水域の

生活環境動植物へ害を及ぼさないこと。  

２．周辺に飛散しないよう、十分注意して散布すること。  

３．農薬を取り扱う際は、防護衣やマスク等を着用すること。 

４．ほ場の面積等に応じて必要量を調整し、薬液を余らせないこと。 

５．散布後は防除機具等の洗浄を十分行うとともに、洗浄水を河川等へ流出させないこと。 

６．誤飲・誤食を防止するため、農薬を飲食物等の別の容器に絶対に移し替えないこと。 

７．不要となった農薬は放置せず、専門の業者に処理を依頼する等、適切に処分すること。 

８．最終有効年月を過ぎた農薬を使用しないこと。 

９．防除日誌を記帳すること。 

 

̶消費者見守り情報 No.121̶ 固定電話が使えなくなる？～ＩＰ網への移行に乗便した勧

誘にご注意～ 

【お問合せ先】茅野市消費生活センター 【電話番号】75-8188 

【お問合せ先】長野県中信消費生活センター 【電話番号】0263-40-3660 

【お問合せ先】住民福祉課 住民係 【電話番号】62-9112 

 

こんな相談 

 大手電話会社の子会社を名乗る業者から「アナログ回線が廃止される。今の電話が使えな

くなるので光回線に切り替えないか」と電話がきました。不審に思い断りましたが、この会

社の言ってることは本当ですか。 

消費者へのアドバイス 

 NTT 東日本と NTT 西日本は、2024 年 1 月以降固定電話の「IP 網」への移行に伴い、電

話会社内の設備の切り替えを予定しています。この切り替えに乗便し、固定電話や固定電話

の番号が使えなくなるといった勧誘文句で営業する業者に注意しましょう。 

 IP 網への移行後も、現在使用中の電話機や電話番号はそのまま使うことができます。設

備切り替えに伴う工事も不要です。よく分からなければ、その場で返事はせず、家族や周囲

の人に相談しましょう。不審に思ったら、早めに消費生活センター、もしくは NTT 東日本

にご相談ください。 

【お問合せ先】NTT 東日本 【電話番号】120-815-511 

【お問合せ先】消費者ホットライン 【電話番号】188 

 

●「広報ふじみ 縮刷版」を販売しています 

【お問合せ先】総務課 文書情報係 



【電話番号】62-9324 

 

刊行物 第 1 巻 掲載期間 昭和 43 年 7 月～昭和 59 年 9 月 販売価格（税込） 3,000

円 

刊行物 第 2 巻 掲載期間 昭和 59 年 10 月～平成 6 年 12 月 販売価格（税込） 5,000

円 （セット販売） 

刊行物 第 3 巻 掲載期間 平成 7 年 1 月～平成 12 年 12 月 販売価格（税込） 5,000

円 （セット販売） 

 

富士見町 教育委員会だより第 185 号 

「教育のまち・子育てのまち・学び続けるまち富士見」を目指して 

 

教育長就任あいさつ 矢島俊樹 

この度、教育長としてお世話になることになりました。富士見町では豊かな自然に恵ま

れ、温かな町民の皆様のお支えを頂き、充実した教師生活を送らせていただきました。 

 落合小・本郷小合わせて７回西伊豆臨海学習に行かせていただいたことはかけがえのな

い思い出です。また、音楽を通して地域の皆様と触れ合わせて頂いたことも大きな財産で

す。 

 元より力不足の私ではありますが、今後は富士見町民として、明日を楽しみに未来を拓

く子どもの育成に努めてまいりたいと思います。私を教師として育てていただいた富士見

町への恩返しのつもりで頑張りますので、よろしくお願いいたします。 

 

この春 お迎えした校長先生・教頭先生のご挨拶 

富士見中学校 塩﨑 正昭 校長 

市田柿のふるさと、下伊那郡高森町の高森北小学校から異動してまいりました塩﨑正昭

です。壮大な八ヶ岳を望むこの自然豊かな富士見の地で、多くの出会いに期待を膨らま

せ、また、何よりも子どもを大事にされているこの地の教育に携わることができることに

心より感謝申し上げます。これから、毎日富士見の水をたっぷりといただきながらしっか

り身体にしみ込ませ、地域の皆様、保護者の皆様と共に、未来の社会や富士見町を背負う

子どもたちの健やかな成長に精一杯努めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

本郷小学校 宮坂 文子 教頭 

 

 このたび、辰野町立川島小学校より異動して参りました宮坂文子と申します。以前、富



士見小学校で勤務しており、PTA送別会で「また、出戻って帰ってきたいです」と挨拶し

たくらい富士見町が大好きです。その富士見町に戻ってくることができ、本当に嬉しいで

す。 

 本郷小学校では「他喜力」を大事にしています。周囲や仲間を笑顔にすることを第一に

考えること、感謝の気持ちをもち大事にするということ。本郷小学校での新たな出会いに

感謝し、「他喜力」を意識しながら精一杯努めて参ります。よろしくお願いいたします。 

 

境小学校 松山 浩之 教頭 

 

このたび、岡谷市立長地小学校より参りました松山浩之と申します。10年前まで４年

間、富士見小学校でお世話になっておりました。その頃より大好きな富士見町に再びご縁

をいただけたことに、喜びと感謝の思いでいっぱいです。 

 「学びの実感」「高まりの実感」を持って下校する毎日を、下校後、家族に「分かっ

た」「できた」「○○なんだよ」と言わずにはいられない毎日を実現できる学校となるよ

うに、誠心誠意努めて参ります。境小学校の先生方とともに明日も来たくなる学校を創っ

て参ります。保護者の皆様・地域の皆様・町内の皆様、これよりお世話になります。よろ

しくお願いいたします。 

 

富士見町内の小・中学校を転出・転入された先生方をご紹介します 

【転出】 

富士見小学校 

原 尚美（神明小学校） 

古本 幸子（諏訪養護学校） 

清水 茜里（上松小学校） 

中村 美里（退職） 

林 裕輔（豊平小学校） 

岩波 更紗（境小学校） 

渡部 静香（本郷小学校） 

シンゴティクロモ・ジュリアーノ（佐久穂中学校） 

 

本郷小学校 

中村 新治（飯山小学校・校長） 

茶木 ひかる（退職） 

波多腰 さや香（上松小学校） 

花村 啓太（箕輪中部小学校） 

名取 妙子（富士見小学校） 



安田 亜由美（富士見小学校） 

樋口 美穂（境小学校） 

リチャード・ヘルナンデズ（㈱AtoZ本部） 

シンゴティクロモ・ジュリアーノ（佐久穂中学校） 

 ※富士見小と兼務 

 

境小学校 

赤羽 素乃（四賀小学校・校長） 

濱 詩織（飯田市立伊賀良小学校） 

小澤 亜美（佐久市立岩村田小学校） 

森下 笑有（岐阜県郡上市立和良小学校） 

田中 克明（退職） 

細川 裕也（本郷小学校） 

板垣 千代子（富士見小学校） 

リチャード・ヘルナンデズ（㈱AtoZ本部） 

 ※本郷小と兼務 

 

富士見中学校 

塚越 智英（高森南小学校） 

油井 彰（岡谷南部中学校） 

藤澤 賢太郎（岡谷北部中学校）  

宮﨑 繁（諏訪中学校） 

玉垣 政博（駒ヶ根市立東中学校） 

白子 真由美（安曇野市立堀金中学校） 

篠原 久美子（茅野市立北部中学校） 

今井 静香（安曇養護学校） 

湯田坂 拓（岡谷東部中学校） 

西路 大貴（花田養護学校） 

中山 秀仁（退職） 

有賀 康仁（退職） 

髙橋 賢司（松本国際中学校） 

 

【転入】 

富士見小学校 

桃澤 啓（諏訪養護学校） 

中垣 悠汰（新規採用） 



山岡 清孝（北山小学校） 

柳沢 竜（宮川小学校） 

千野 拓真（新規採用） 

名取 妙子（本郷小学校） 

安田 亜由美（本郷小学校） 

板垣 千代子（境小学校） 

アンドレア・ボグノト（新規採用） 

 

本郷小学校 

宮坂 文子（辰野町立川島小学校） 

岡本 一徳（湖東小学校） 

守屋 久美（諏訪養護学校） 

細川 裕也（境小学校） 

渡部 静香（富士見小学校） 

名取 美香（新規採用） 

小平 和希（宮川小学校） 

ヨゲスワリ・セガ（新規採用） 

アンドレア・ボグノト（新規採用） 

 ※富士見小と兼務 

 

境小学校 

松山 浩之（長地小学校） 

青島 香織（千曲小学校） 

木下 怜香（新規採用） 

小池 慶子（茅野市立北部中学校） 

勝山 更紗（富士見小学校） 

雨宮 志帆（富士見町役場） 

樋口 美穂（本郷小学校） 

デデュモ・ミシェル（新規採用） 

 

富士見中学校 

塩﨑 正昭（高森北小学校） 

丸山 陽典（松本市立芳川小学校） 

入嵩西 義准（大町市立第一中学校） 

速水 牧人（新規採用） 

守屋 竜彦（諏訪南中学校） 



山口 真知（天龍小学校） 

久保 啓悟（新規採用） 

木村 浩美（新規採用） 

中島 姫美（新規採用） 

原 茉莉弥（新規採用） 

小林 厚（新規採用） 

 

令和３年度「児童福祉週間について」 

 

厚生労働省では、すべての子どもが個性豊かにたくましく育っていけるような環境・社会

を目指して、毎年５月５日の「こどもの日」から１週間を「児童福祉週間」と定めていま

す。 

 未来の担い手である子どもたちが夢と希望をもって暮らせるように、この機会に周囲に

目を向け、自分のできることから取り組んでみましょう。 

 

（令和３年度 児童福祉週間標語） 

あたたかい ことばがつなぐ こころのわ 

（上村 藍子さん 11歳） 

 

くらしの情報 

お知らせ 

自動車税種別割の納期限は5月31日（月曜日）です 

 

【お問合せ先】南信県税事務所 諏訪事務所 

【電話番号】５７‐２９０５ 

自動車税種別割は、４月１日現在で自動車（軽自動車・二輪車を除く）をお持ちの方に納

めていただく県の税金です。 

 金融機関、郵便局、コンビニエンスストアや、インターネットを利用したクレジットカ

ード納付、ネットバンキング、ＡＴＭを利用したペイジー納付、スマホアプリ「ＰａｙＰ

ａｙ」「ＬＩＮＥｐａｙ」を使った納付もできます。 

【納期限】5月31日（月曜日） 

 

「出会い」は富士見町結婚相談所にご相談ください 

【お問合せ先】富士見町結婚相談所 

【電話番号】６２‐７８５３ 

 



独身の皆さんに出会いの場を提供していくことを目的に、イベントの情報提供や紹介、結

婚やお付き合いに対する希望・悩み・不安をサポートしています。 

●相談日 毎月第２・第４日曜日 

●時間 午後１時〜５時 

●会場 役場１階 町民ホール 

〇予約制です。平日の相談も対応します。 

〇相談は本人だけでなく、そのご家族でもお受けします。 

 

富士見町図書館・高原のミュージアム休館・閉館のお知らせ 

【お問合せ先】生涯学習課 図書館・博物館係 

【電話番号】62-7930 

コミュニティ・プラザが新型コロナウイルスワクチン集団接種会場となるため、図書館・

高原のミュージアムが次のとおり休館・閉館となります。 

 ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

 

●富士見町図書館 

【終日休館】 5月15日・22日・29日（土曜日） 

●高原のミュージアム 

【閉館日時】 5月15日・22日・29日（土曜日） 

正午～午後5時 

※午前10時～正午までは開館しています 

 

※6月以降の休館・閉館情報は随時お伝えします 

※休館中の本の返却は、「返却ボックス」をご利用ください。 

 

イベント 

入笠山開山祭を行います 

【お問合せ先】産業課 商工観光係 

【電話番号】６２‐９３４２ 

登山者の安全と、山の発展を祈願する「入笠山開山祭」を開催します。 

●日時 5月29日（土曜日） 午前11時から 

●会場 入笠山登山口（マナスル山荘前広場） 

〇開山祭参加者には、先着順で記念バッジをプレゼントします。 

〇中止の場合は町ホームページ等でお知らせします。 

 

第４回 諏訪市・富士見町陸上競技大会 



【お問合せ先】生涯学習課 社会体育係 

【電話番号】62‐2400 

種目等、詳細についてはお問い合わせください。 

●日時 6月27日（日曜日） 

●会場 茅野市陸上競技場 

●参加資格 

 富士見町に在住、在学、在勤の方 

 中学生以上は2021年度日本陸上競技連盟（長野陸上競技協会）登録競技者 

 （一般男女陸連登録の部は除く） 

●申込先 小学生・中学生は各学校へ 高校生以上は社会体育係へ 

●申込期限 5月20日（木曜日） 

 

教室・相談 

暮らしと健康の相談会 法律相談と健康相談 

【お問合せ先】諏訪保健福祉事務所 健康づくり支援課 

【電話番号】57‐2927 

失業、倒産、多重債務、家庭問題などについて弁護士が法律相談に応じ、あわせて保健師

による心の健康を含めた健康相談をお受けします。 

●日時 6 月3・10・17・24日（いずれも木曜日） 午前10時〜午後3時 

●会場 諏訪保健福祉事務所 （諏訪合同庁舎2階） 

〇相談は無料。事前予約制です。相談希望日の前週金曜日正午までにお申し込みくださ

い。 

〇正午〜午後1時の間は相談をお受けしていませんのでご注意ください。 

 

スポーツ吹矢教室 参加者募集 

【お問合せ先】生涯学習課 社会体育係 

【電話番号】62‐2400 

「スポーツ吹矢」は誰でも手軽にゲーム感覚で楽しむことができ、さらに吹矢の腹式呼吸

には健康効果があるといわれています。 

●日時 

 5月28日〜6月25日 

 毎週金曜日 全5回 

 午後1時30分〜3時 

●会場 

 町民センター大会議室 

●受講資格 



 町内に在住または通勤・通学している中学生以上の方 

●受講料 無料 

●定員 先着30名 

●持ち物 100円（マウスピース代） 

●申込期限 5月21日（金曜日） 

〇初心者大歓迎です。気軽に運動を始めてみませんか。 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載のイベント等が延期・中止となる場合が

あります 

 

表彰 

農業功労者が表彰されます 

【お問合せ先】農業委員会事務局 

【電話番号】62-9234 

第49回諏訪地区農業委員会協議会長表彰が行われ、農業功労者として雨宮邦彦さん・良子

さんご夫妻（瀬沢新田）が表彰されます。 

 

カーネーション栽培 雨宮 邦彦さん・良子さん 夫妻（瀬沢新田） 

雨宮邦彦さん・良子さんは長年農業に従事し、現在もハウス8棟10ａのカーネーション

栽培と、8ａの水稲栽培を行っています。邦彦さんは、JA の技術指導員として培った知識

や技術を、良子さんとともに地元の後輩農業者に伝え指導するなど、厚い人望や高い技術

力、そして地域農業者の模範となっている功績が讃えられました。 

 受賞者の今後益々のご活躍をお祈りいたします。 

 

給付金 

戦傷病者等の妻に対する        

特別給付金のご案内 

【お問合せ先】住民福祉課 社会福祉係 

【電話番号】62-9144 

令和3年4月1日から戦傷病者等の妻に対する特別給付金（第二十九回特別給付金）の請求受付が開始

されました。この特別給付金は、戦傷病者等の妻の方のご苦労に対して、国として特別の慰藉を行

うため、戦傷病者等の妻の方に支給するものです。 

【対象】 基準日（令和3年4月1日）において、夫が戦傷病者等として増加恩給等※ 

を受給している方 

【請求期間】 令和3年4月1日から令和6年4月1日 

【請求窓口】 住民福祉課 社会福祉係（役場1階③番窓口） 



 

※増加恩給等 とは 

・恩給法による増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、 

傷病賜金 

・戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、障害 

一時金 

・旧令共済組合特別措置法による公務傷病年金など 

 

納税 

税務署からのお知らせ 

【お問合せ先】諏訪税務署 

【電話番号】52-1390 

 「申告所得税及び復興特別所得税」と個人事業者の「消費税及び地方消費税」の申告期

限・納付期限が延長されました。これに伴い、「所得税及び復興特別所得税」と「消費税

及び地方消費税」の振替納税を利用されている方の振替日は以下のとおりです。 

 なお、振替納税は「預貯金口座振替依頼書」を4月15日までに提出された方が対象とな

ります。 

 

振替日【振替納税の場合】 

所得税及び復興特別所得税 5月31日（月曜日） 

消費税及び地方消費税 5月24日（月曜日） 

振替日の2～3日前には、預貯金口座の残高をお確かめください。 

 

ご注意ください 

・ご自分で直接、現金納付または電子納税（ダイレクト納付を含む）されますと二重納付

となります。 

・所得税の延納利用者は、申告書に延納届出額を記載した場合であっても、納付税額の全

額を一括して振替日（5月31日）に引落しを行います。 

 

訓練 

全国一斉の防災行政無線を使った情報伝達訓練を行います 

【お問合せ先】総務課 防災・危機管理係 

【電話番号】62-9326 

地震や武力攻撃などの災害時に、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）から送られてくる

国からの緊急情報を、防災行政無線を使って確実にお伝えするための情報伝達訓練を行い

ます。 



 

【訓練日時】5月19日（水曜日） 午前11時ころ 

【伝達手段】 

・防災行政無線（屋外スピーカー） 

・有線（告知）放送 

・戸別受信機 

【放送内容】 

（1）上りチャイム 

（2）「これは、テストです。」が3回 

（3）「こちらは、広報ふじみです。」 

（4）下りチャイム 

※町内71カ所に設置してある防災行政無線から、一斉に放送されます。 

 

Ｊアラートとは、地震や武力攻撃などの際に国から送られてくる緊急情報を、人工衛星な

どを通じて瞬時に伝えるシステムです。 

 

ふじみまち通信 町内の活動や情報、イベントなどをご紹介します。 

富士見町無料職業紹介所だより 

【お問合せ先】産業課 商工観光係 

【電話番号】62-9342 

 

新規募集企業一覧（3月1日～3月31日受付分） 

登録No.32  

業務の内容 児童クラブ支援員 

賃金 時給905円 

勤務時間 午後3時～午後6時 

事業所名 富士見町役場（本郷小学校） 

 

登録No. 58 

業務の内容 （1）事務（ 給与計算、勤怠 管理 、保険等） （2）現場作業（変圧器の

製造） 

賃金 （1）要相談 （2）時給950円から 

勤務時間 午前8時30分～午後5時20分 

事業所名 武蔵野通工株式会社 

 

※「紹介状」を発行しますので、まずは紹介所へご連絡ください。 



富士見町では、事業所から求人情報の受付を行い、順次、職業紹介所で紹介 ・ あっせん 

しています。 

 上記以外にも多くの求人募集が出ています。詳細等は、特設ホームページまたは産業課 

商工観光係（2階12番窓口）でご確認ください。 

※すでに求人が終了している場合があります。ご了承ください。 

 

○特設ホームページ 

 https://www.town.fujimi.lg.jp/site/jobinformation/?=qr 

● 求人希望企業も募集中！ 

求人情報の掲載を希望する事業者は、担当までご連絡ください。 

 

考古館長とたずねる縄文の足あと 

【お問合せ先】井戸尻考古館 

【電話番号】64-2044 

 

ツチノコの土器…？ 

札沢遺跡（立沢）から出土し、現在は長野県立歴史館に収蔵されている香炉形土器を紹介

します。浅い鉢に渡された橋のような造形の上に、小動物が3匹とまっていて、さらに1匹

が這い上ってきて「よっこらせ」と中を覗き込んでいるようにみえますね。その姿はヘビ

を思わせますが、それにしては体が短く、ずんぐりしています。この独特の姿かたちか

ら、「ツチノコ」を連想する方も多いでしょう。 

 ツチノコは、太く短い胴体のヘビと言われ、その正体は不明ですが、古い書物や神話に

は、「野槌蛇」や「野椎の神」が出てきますし、かつて八ヶ岳の広大な裾野には、モデル

となったこんな動物がいたのかも、などと考えるのも愉快です。 

※この土器は5月に井戸尻考古館で公開予定です。 

 

「食育推進チーム」だより 

【お問合せ先】住民福祉課 保健予防係 

【電話番号】62-9134 

「毎日食べよう！ 350gの野菜」 

１日の野菜摂取量の目安量「350g」を摂るためには、野菜を毎食摂ることが大切です。 

 野菜は下処理が大変という方はカット野菜を活用し、調理が手間という方は甘みも引き

立つ蒸し野菜がおすすめです。学校給食においしい野菜を提供している【ふじみ農村よっ

ちゃばり】の細川さんは、「野菜ポタージュにしたり、肉と一緒にオーブンで焼いて食べ

る」と食べ方の工夫を教えてくれました。 

 



野菜本来の味を楽しむ蒸しレタス 

（作り方） 

1. レタスの芯を切り落とさず、くし形に８等分する。 

2. 蒸気の上がった蒸し器にレタスを入れて、くたっとするまで３分ほど蒸す。 

3. 軽く水分を落として、油を全体に回しかける。 

4. 塩、こしょう、いりごまで味付けをして完成 

シンプルで簡単な料理ですが、レタスの甘みを味わえる、サラダに飽きたときにおすすめ

の１品です。 

（レシピ提供：ふじみ農村よっちゃばり） 

 

こんにちは 包括支援センターです 

【お問合せ先】地域包括支援センター 

【電話番号】62-8200 

「人生会議」を開きましょう 

『人生会議』とは、アドバンス・ケア・プランニング（Advance Care Planning）の愛称

です。アドバンス・ケア・プランニングとは、あなたの望みや大切にしていること、どの

ような医療やケアを望んでいるかについて、自ら考え、また、あなたの信頼する人たちと

繰り返し話し合うことを言います。 

 

1.考えてみましょう 

これからのあなたの希望や思い、生活・住まい・医療・ケア 

2.相談しましょう 

病気や身体のこと、できれば家族など信頼できる人と一緒に 

3.代理人を選びましょう 

あなたの希望や思いを伝えてくれる人（代理人）を決めておきましょう 

4.繰り返し話し合いましょう 

信頼できる人やかりつけ医やケアチームと話し合いましょう 

5.書面に残しましょう 

人生会議で話し合ったことを書面に残しましょう（リビングウィル）。何度書き直しても

構いません 

 

第１回富士見町職員採用試験のお知らせ令和３年度（令和４年４月採用） 

１．受付期間  ５月13日（木曜日）～６月11日（金曜日） 

２．試験期日  ７月11日（日曜日） 

３．受験資格等 

 



職種 一般職A 

試験区分 上級 

職種 一般職B（身体障害者） 

試験区分 上級 中級 初級 

受験資格 

【年齢】共通 昭和61年4月2日以降生まれの方（35歳以下） 

【上級】学校教育法による大学を卒業または卒業見込みの方 

【中級】短大（または同等の学校）を卒業または卒業見込みの方 

【初級】すでに高等学校を卒業していること 

採用予定人数 若干名 

要件 住所要件なし 

 

職種 一般職・保育士 

試験区分 上級 中級 

受験資格 

【年齢】昭和61年4月2日以降生まれの方（35歳以下） 

【上級】学校教育法による大学を卒業または卒業見込みの方 

【中級】短大（または同等の学校）を卒業または卒業見込みの方 

【専門職】保育士資格を現に有するか取得見込みの方 

採用予定人数 若干名 

要件 住所要件なし 

 

職種 一般職・保健師 

試験区分 上級 

受験資格 

【年齢】昭和61年4月2日以降生まれの方（35歳以下） 

【上級】 

・学校教育法による大学を卒業または卒業見込みの方 

・保健師助産師看護師法による保健師学校等を卒業 

 または卒業見込みの方 

【専門職】保健師資格を現に有するか取得見込みの方 

採用予定人数 若干名 

要件 住所要件なし 

 

職種 一般職・社会福祉士 

試験区分 上級 中級 



受験資格 

【年齢】昭和61年4月2日以降生まれの方（35歳以下） 

【上級】学校教育法による大学を卒業または卒業見込みの方 

【中級】すでに短大（または同等の学校）を卒業していること 

【専門職】社会福祉士の資格を現に有するか取得見込みの人 

採用予定人数 若干名 

要件 住所要件なし 

 

４．その他 試験要項や受験案内、願書は富士見町ホームページ

（https://www.town.fujimi.lg.jp/）からダウンロードできます。詳しくはホームページ

をご覧ください 

  

以下の窓口に「受験者本人が持参」のうえ、願書等をご提出ください。 

【申込窓口】〒399－0292  

長野県 諏訪郡 富士見町落合１０７７７ 

富士見町役場 総務課 庶務人事係（３階16番窓口） 

【電話番号】0266-62-9322 

 

富士見町消防団 新役員紹介 

富士見町消防団では、任期満了に伴う新役員の任命式を、4 月1 日に行いました。 

正・副団長とラッパ長、分団長は次の皆さんです。（敬称略） 

 富士見町消防団では、一緒に活動する仲間を募集しています。入団に関する詳細はお近

くの消防団員、または富士見消防署へお尋ねください。 

任期 令和３年４月２日～令和５年４月１日 

 

団長 平出 哲男（ひらいで てつお） 

副団長 飯山 信秋（いいやま のぶあき） 

ラッパ長 有賀 大樹（あるが    たいき） 

第1分団長 小林 嘉彦（こばやし  よしひこ） 

第2分団長 清水 俊成（しみず としなり） 

第3分団長 樋口 猛（ひぐち たけし） 

第4分団長 伊藤 大輔（いとう だいすけ） 

第5分団長 松浦 章浩（まつうら あきひろ） 

第6分団長 植松 美哉（うえまつ よしや） 

第7分団長 五味 正宏（ご み まさひろ） 

第8分団長 森山 幸人（もりやま ゆきと） 



第9分団長 小林 武文（こばやし たけふみ） 

第10分団長 平出 裕之（ひらいで ひろゆき） 

第11分団長 水野 宏臣（みずの ひろおみ） 

第12分団長 御園 憲一郎（みその けんいちろう） 

富士見町消防団では、一緒に活動する仲間を募集しています。入団に関する詳細はお近く

の消防団員、または富士見消防署へお尋ねください。 

女性消防団員・機能別消防団員も大募集中です！ 

【お問合せ先】富士見消防署 

【電話番号】61-0119 

 

富士見町民憲章 

わたくしたちは、秀麗富士を望み、雄大な八ヶ岳と眺望豊かな入笠山にいだかれた高原の

町、富士見町民です。この限りなく美しく、厳しい自然の中に住むわたくしたちは、先人

の心を受けつぎ、自然を愛し、豊かな調和のとれた田園の町の発展をめざして、この町民

憲章をかかげます。 

一 かけがえのない自然を守り、育てていく町民となろう。 一 心身を鍛え、明るく健康

な町民となろう。 

一 教養を高め、香り高い文化を創造する町民となろう。 一 仕事に誇りを持ち、産業の

発展につくす町民となろう。 

一 思いやりの輪をひろげ、住みよい郷土をつくる町民となろう。 

 

まちの「話題」や「イベント」をご紹介します Ｎews Fujimi 

3月25日（木曜日） ゆめひろば富士見への提言 

 富士見小学校の（前）６年３部の児童が、総合的な学習の時間で1年間研究した「もっ

と楽しめるゆめひろば富士見にするには」について、名取町長に直接提言しました。 

 町をより良いものとするための貴重な意見として、町としても大切に研究していき 

ます。 

 

4月1日（木曜日） 消防団新幹部辞令交付式 

コミュニティ・プラザで辞令交付式が行われ、団旗が吉田元団長から平出新団長へ引き継

がれました。 

 平出新団長は「富士見町のために何かできることはないか日々考え、邁進していきた

い。」と抱負を語ってくれました。第35代富士見町消防団の始動です。 

 

4月1日（木曜日） 富士見町成年後見支援センター開所 

町社会福祉協議会 地域福祉係（旧落合小学校）に、成年後見支援センターが開設されま



した。成年後見に関する皆さまの疑問や悩みに寄り添う場所です。 

お気軽にお越しください。 

※詳細は5月号巻頭をご覧ください。 

 

4月7日（水） 結婚相談員委嘱式 

 結婚相談所は、毎月第2・第4日曜日の午後、役場町民ホールで開設しています。 

 今年度は牛山美枝子さん（富里）も加わり、5名で皆さまの「出会い」をサポートしま

す。お気軽にお越しください。 

※詳しい日程は「くらしのガイド」をご覧ください。 

 

入園・入学おめでとうございます！ 

 4月1日（木曜日）に町内保育園の入園式が、4月6日（火曜日）に町内小学校・中学校の

入学式が行われました。 

 緊張している子、ニコニコする子、泣いている子と様子は様々でしたが、新しい生活に

向けて、大きな一歩を踏み出す素敵な姿にたくさん出会えました。 

 

 

姉妹町 西伊豆だより 

第38回黄金崎さくらまつりを開催しました 

４月４日、「第38回黄金崎さくらまつり」が黄金崎公園で開催されました。会場には、ブ

ース約10店舗が並び、テイクアウトのみで地元グルメの販売が行われました。 

 町内外から訪れた来場者の方々には、黄金崎公園のさくらや西伊豆町のグルメを通して

春を感じていただけたことかと思います。 


